
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 中央学院大学 
設置者名 学校法人中央学院 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

商学部 商学科 
夜 ・

通信 

 

164  164 13  

法学部 法学科 
夜 ・

通信 
200  200 13  

現代教養学部 現代教養学科 
夜 ・

通信 
48  48 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.cgu.ac.jp/campuslife/course/syllabus.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 中央学院大学 
設置者名 学校法人中央学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

常勤 団体職員 

2025.6.25 

～

2026.7.28 

人事・労務・コンプ

ライアンス 

非常勤 会社員 

2025.6.25 

～

2029.6.27 

組織運営体制への

チェック機能 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 中央学院大学 

設置者名 学校法人中央学院 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

Ｗebシラバスを利用し、授業開始前の３月下旬より公開している。本学学生だけでな

く、高校生やその保護者を含む一般の方に対しても広く公表し、検索・閲覧が可能で

ある。 

シラバスでは、授業の概要、到達目標、ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）との関係、指

標と評価割合、アクティブ・ラーニング等を明記している。授業計画は半期１５回、

通年３０回の内容を記載し、事前事後の学習（予習・復習） についても示している。 

成績評価については、方法・基準をパーセンテージで示している。 

課題（試験やレポート）に対するフィードバック方法を記載し、学生の理解度を高め

るための教員の姿勢を明示している。 

授業計画書の公表方法 https://cportal.cgu.ac.jp/syllabus/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

全学部の開講科目全授業において出席をとることを大学の方針として決定し、ＩＣカ

ードリーダを利用して出席データをとり、学生の学修意欲の把握を行っている。 

全学部の 1年次必修科目のゼミナールにおいては、担当教員が担任として指導に当た

り、授業出席状況や授業へ取り組む姿勢等から学生の学修意欲をチェックし、欠席が

複数回見受けられる学生に対しては学生相談員と連携して個別指導や保護者への連

絡を行い、欠席理由の確認を行っている。 

成績評価の方法・基準は、各学部の「学生要覧」に記載しており、入学時のガイダン

スにおいて、ＧＰＡの算出方法や定期試験の受験資格等とあわせて説明し、各学年の

新年度の履修ガイダンスにおいても周知させている。シラバスにも学生に対する評

価、指標と評価割合等を明記しており、各講義の特性に応じて、試験・レポート・プ

レゼンテーション等を総合的に評価し、学生の学修成果を客観的に厳格かつ適正に評

価して単位認定を行っている。 



  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

本学では成績評価、単位認定を行うにあたり、各科目の評価は、試験、レポート、発

表等により「秀・優・良・可・不可」で表すほか、あらかじめ設定した算出方法でＧ

ＰＡの成績評価値を算出し学生に通知している。また、ＧＰＡの成績の分布状況につ

いては各学部の学年毎の単位で算出して把握している。ＧＰＡの算出方法は、履修登

録した各授業科目の単位数にそれぞれのＧＰを掛けた値の合計を、単位数の合計（不

可も含む）で割った数値となる。 

 

ＧＰＡ＝（（ＧＰ×秀の単位数）＋（ＧＰ×優の単位数）＋（ＧＰ×良の単位数）  

＋（ＧＰ×可の単位数））/ 単位数の合計（不可も含む）で算出  

 

評価   素点    ＧＰ 

秀     90 点以上   GP 4.0  

優     89～80 点   GP 3.0  

良     79～70 点   GP 2.0  

可     69～60 点   GP 1.0  

不可   59 点以下   GP 0.0 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
ＧＰＡの算出方法は、各学部の学生要覧に記載し学生に周知し

ている。 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

各学部が建学の精神及び教育目標に基づきディプロマ・ポリシー（ＤＰ）を定め、そ

のＤＰで示された人材を養成するためにカリキュラム・ポリシー（ＣＰ）を定めてい

る。卒業の要件は学部によって異なるが、それぞれ卒業に必要な所要単位を定め厳格

な成績評価のもと卒業所要単位を満たした学生に対して教授会において卒業を認定

している。 

各授業科目においては、シラバスで到達目標、ＤＰとの関係などを示すとともに、授

業毎の内容や事前・事後学習の記載を行っている。成績評価についても試験などの評

価項目や その項目ごとの点数配分を示し学生が自らも学び目標を一つひとつ達成

し、社会で活躍するための必要な力を身につけられるようにしている。 

 

卒業所要単位      商学部        126 単位 

法学部        127 単位 

現代教養学部  124 単位 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

卒業の認定に関する方針は各学部の学生要覧に記載し学生に周知す

るとともに、学生要覧のＰＤＦ及び３つのポリシーについてホームペ

ージに掲載し広くその内容を公表している。 

https://www.cgu.ac.jp/campuslife/course/syllabus.html 

https://www.cgu.ac.jp/about/spirit/educational_philos.html 
 



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 中央学院大学 

設置者名 学校法人中央学院 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 
収支計算書又は損益計算書 https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 
財産目録 https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 
事業報告書 https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 
監事による監査報告（書） https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/evaluation.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/evaluation.html 

 

  



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実

施に関する方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 商学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/commerce/） 

（概要） 

徹底した少数教育を通じて、公正な社会観と倫理観を涵養し、実力と創造力をそなえた有

能な社会人を育成することを目的とする。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/commerce/） 

（概要） 

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）で示された人材を養成するためにカリキュラム・ポリシー

（ＣＰ）を定めており、卒業に必要な所要単位を定め厳格な成績評価のもと卒業所要単位

を満たした学生に対して教授会において卒業を認定している。 

各授業科目においては、シラバスで到達目標、身につく就業力、ＤＰとの関係や学生の行

動目標などを示すとともに、授業毎の内容や予習・復習についての記載を行っている。成

績評価についても試験などの評価項目やその項目ごとの点数配分を示し、学生が自らも学

び、目標を一つひとつ達成し社会で活躍するための必要な力を身につけられるようにして

いる。【卒業所要単位 商学部 126 単位】 

商学部の具体的なＤＰは次のとおりである。 

中央学院大学商学部は、大学建学の精神と大学・学部の教育理念に基づいて、公正な社会

観と倫理観をそなえた人材を育成する学部です。流通、サービス、情報通信、製造、金融

などのさまざまな業界で活躍するビジネスパーソンや、教育や行政の分野で活躍する教員、

公務員などを育成します。 

本学部は、編入学などの例外的な場合を除いて、４年以上在籍し、以下の１～６の能力を

身につけるとともに、所定の 126 単位以上を修得した者に対して、学士（商学）の学位を

授与します。 

１．幅広い知識と教養 

公正な社会観と倫理観の基盤となる、人間・自然・文化に関する幅広い知識と教養を身に

つけている。 

２．専門的学識 

商学および関連領域の専門的知識と当該領域において求められる思考力を身につけてい

る。 

３．問題発見力・解決力 

商学および関連領域の知見を用いて課題を見定め、必要な情報を収集し、整理・分析して

解決してゆく能力を身につけている。 

４．多様性の理解とコミュニケーション能力 

多様な背景をもつ他者や異文化の理解に努め、コミュニケーションを通して他者との協働

を進めていく能力や態度を身につけている。 

５．汎用的な能力 

情報通信技術をはじめとした多様な手段を用いて情報を収集・分析し、論理的な判断に基

づいて効果的に活用することにより、現代社会のさまざまな課題に対応できる能力を身に

つけている。 

６．地域連携・社会貢献 

地域社会や参画するネットワークの一員としての責任や役割を認識し、商学および関連領

域の知見を用いてそこに貢献する能力や態度を身につけている。 

 

 

 



  

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/commerce/） 

（概要） 

商学部では、教育課程の編成及び実施に関する方針として、次のとおりカリキュラム・ポ

リシー（ＣＰ）を掲げている。 

中央学院大学商学部は、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）に掲げ

る能力などの修得のため、以下のような体系的な教育課程を編成・実施します。 

１．教育課程の編成方針 

（１）幅広い知識と教養 

幅広い知識と教養を養うために、人文・自然系列科目を設置します。特に学びの基本とな

る必修科目は第１学年に、選択科目は第１学年から第４学年まで適宜受講できるよう配置

します。 

（２）専門的学識 

商学および関連領域の専門的学識を養うために、 商学系列科目を設置します。商学の基本

に関わる科目は第１学年に配置し、商学の各領域に関わる科目は第２学年以降に、各コー

スの選択必修科目と自由選択科目として配置します。 

（３）問題発見力・解決力 

問題発見力・解決力を養うために、演習形態の科目を設置します。第１学年に通年の必修

科目を配置し、第２学年以降に通年の演習科目を配置します。 

（４）多様性の理解とコミュニケーション能力 

多様性の理解とコミュニケーション能力を養うために、外国語科目、日本語科目、体育科

目を設置します。外国語科目は第１学年と第２学年の必修科目として、日本語科目と体育

科目は第１学年の必修科目として配置します。 

（５）汎用的な能力 

情報通信技術を利用し、情報を適切に分析・発信できる能力を養うために、情報リテラシ

ーや情報処理、ＡＩやデータサイエンスに関する科目を設置します。 

（６）地域連携・社会貢献 

地域連携・社会貢献の能力や態度を養うために、キャリアデザインやボランティアに関す

る科目を設置します。また、特に教員養成のために教職科目も設置します。 

２．教育課程の実施方針 

授業形態は、講義や演習（ゼミナール）等を適切に組み合わせて実施します。グループワ

ークやディスカッション、プレゼンテーションなどの活動を科目の特性に応じて盛り込む

ことによって、学生が主体的・能動的に学ぶことができるようにします。また、シラバス

では、アクティブ・ラーニングなどの授業形式や各回に求められる予習・復習の内容を示

し、教室内外の取り組み方について説明します。学修成果の評価は、シラバスに明文化し

た方法に基づいて行います。各科目のシラバスでは到達目標や評価方法などをあらかじめ

示し、それらの基準に基づいて客観的に評価します。また、成績評価に関する問い合わせ

の期間を設け、評価の透明性を担保します。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/commerce/） 

（概要） 

商学部では、入学者の受入れに関する方針として、次のとおりアドミッション・ポリシー

（ＡＰ）を掲げている。 

１．求める入学者像 

商学部は、本学の建学の精神である「公正な社会観と倫理観の涵養」のもとで、学部の教

育の理念として、商学を基盤におき、現代社会の課題に主体的に取り組む意志をもつ、「実

力と創造力をそなえた有能な社会人の育成」を目指します。 

このような有能な社会人を育成するために、次のような入学者を求めます。 

（１）基礎的学力と専門知識修得の意欲 

商学および関連領域の専門知識を身につけるため に必要な「学力の３要素」（「知識・技

能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）



  

の基礎を有し、それらの学問に関心をもって、それらの専門知識を修得したいという意欲

がある。 

（２）幅広い知識修得の意欲 

高等学校までの学修により、人文、自然、社会、言語、スポーツなど幅広い分野・領域に

関心があり、それらをより深く理解したいという意欲がある。 

（３）地域貢献・社会貢献の意欲 

幅広い知識と教養、商学および関連領域の専門的学識を身につけ、それらをもとに身近な

地域から世界 まで広く社会に貢献したいと考えている。 

２．入学者選抜の基本方針 

商学部では、「１．求める入学者像」に合致する入学者を選抜するために、次の入学者選

抜を実施します。 

（１）一般選抜 

大学独自の学力試験、大学入学共通テストなどを中心とする選抜。 

（２）学校推薦型選抜 

書類審査、面接、小論文などを中心とする選抜。 

（３）総合型選抜 

書類審査、面接などを中心とする選抜。 

 

学部等名 法学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/law/） 

（概要） 

人権感覚の育成と共生意識の確立とをめざし、専門教育と人間教育のバランスのとれた全

人教育を施すことにより、法的素養と良識とを備えた有能な社会人を育成することを目的

とする。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/law/） 

（概要） 

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）で示された人材を養成するためにカリキュラム・ポリシー

（ＣＰ）を定めており、卒業に必要な所要単位を定め厳格な成績評価のもと卒業所要単位

を満たした学生に対して教授会において卒業を認定している。 

各授業科目においては、シラバスで到達目標、身につく就業力、ＤＰとの関係や学生の行

動目標などを示すとともに、授業毎の内容や予習・復習についての記載を行っている。成

績評価についても試験などの評価項目やその項目ごとの点数配分を示し、学生が自らも学

び、目標を一つひとつ達成し社会で活躍するための必要な力を身につけられるようにして

いる。【卒業所要単位 法学部 127 単位】 

法学部の具体的なＤＰは次のとおりである。 

中央学院大学法学部は、大学建学の精神と教育の理念に基づいて、法や政治・行政に関す

る専門的・体系的な研究・教育を通じて現代社会への理解を深めること、およびその学習

成果を活かして、有能な公務員（国家公務員・自治体職員・警察官・消防官・教員など）

をはじめとして社会の様々な分野で活躍できる人材を育成することを目的とする学部で

す。 

本学部は、編入学などの例外的な場合を除いて、４年間以上在籍し、以下の１～６の能力

などを身につけるとともに、所属するコースの卒業所要単位表に従って 127 単位以上を修

得した者に対して、学士（法学）の学位を授与します。 

１．幅広い知識と教養 

人間・自然・文化に関する幅広い知識と教養をもった市民として、自己管理力や生涯学習

への関心を含めて社会において幅広く活躍できる能力や態度を身につけている。 

２．専門的学識 

法学部の専門科目（法学系科目、政治学・行政学系科目）および各コース独自の科目に関

する専門的知識と論理的な思考力を有するとともに、バランスのとれた高い見識をもって

社会で活躍できる能力を身につけている。 



  

３．問題発見力・解決力 

法や政治・行政などに起因する社会の問題を発見し、必要な情報を収集し、整理・分析し

て解決してゆく能力を身につけている。 

４．多様性の理解とコミュニケーション能力 

多様な背景をもつ人間や異文化を受け入れるとともに自らの考えを表現し、チームワーク

におけるリーダーシップなど他者との協働を進めてゆく能力や態度を身につけている。ま

た、適切な言語を使用して、多文化圏の人々とのコミュニケーションを図る能力を身につ

けている。 

５．汎用的な能力 

情報通信技術をはじめとした多様な手段を用いて情報を収集・分析し、それらを論理的な

判断に基づいて効果的に活用することにより、現代社会のさまざまな問題に対応できる能

力を身につけている。 

６．地域連携・社会貢献 

法や政治・行政などに関する専門的知識やバランスのとれた高い見識を活かしながら、社

会や組織の一員としての責任や役割を認識し、人権感覚・共生意識をもって地域社会に貢

献する能力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/law/） 

（概要） 

法学部では、教育課程の編成及び実施に関する方針として、次のとおりカリキュラム・ポ

リシー（ＣＰ）を掲げている。 

中央学院大学法学部は、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）に掲げ

る能力などの修得のため、以下のように体系的な教育課程を編成・実施します。 

１．教育課程の編成方針 

中央学院大学法学部では、公務員をはじめとして社会の様々な分野で活躍できる人材を育

成するため、５つのコースを設置しています。本学部の学生は、第１学年より下記５コー

スのうちのいずれかに所属し、そのコースの体系的な教育課程に沿って学びます。各コー

スは、法学部の基本的コンセプトと本学部の教育理念を共有した上で、それぞれ独自に、

卒業後にふさわしい進路やそのための教育方針・教育体系を持ち、法学系科目や政治学・

行政学系科目と各コース独自の必修科目・選択必修科目を組み合わせた特色あるカリキュ

ラムを展開しています。 

・司法コースは、裁判所事務官などの国家公務員や地方公務員などの育成を目指し、法的

思考力を育む法学系科目により構成されるコース必修科目などを設置しています。 

・行政コースは、都道府県庁や市役所などの行政職員や警察官などの養成のため、法学系

科目とともに、政治学・行政学系科目を学修するコース必修科目などを設置しています。 

・ビジネスキャリアコースは、企業法務で活躍できる人物、経営者の後継者、および起業

家などの養成のため、企業法などを学修するコース必修科目などを設置しています。 

・フィールドスタディーズコースは、社会科系教員などの育成のため、法学・政治学系科

目の他にフィールドワーク（実地調査）や非営利組織のあり方を学修するコース必修科目

などを設置しています。 

・スポーツマネジメントコースは、スポーツの指導者や警察官、消防官などを養成するた

め、法学系科目やスポーツ行政などを学修するコース必修科目などを設置しています。 

（１）幅広い知識と教養 

教養系科目において、人間・自然・文化に関する幅広い知識と教養を身につけます。また、

大学における学修の基礎を学ぶ第１学年の演習科目を必修とし、大学で学んでいく際に必

要となるスキルや考え方、就職支援行事と連携した就職への意識付けのための自己分析の

実施など、幅広い知識と教養を身につけます。 

（２）専門的学識 

コース必修科目、コース選択必修科目、演習科目、および社会科学系科目を５コースごと

に設置します。これらの科目において、法学部の専門科目（法学系科目、政治学・行政学

系科目）および各コース独自の科目に関する専門的知識を学修するとともに、論理的思考



  

力やバランスのとれた高い見識を養います。各コースとも、第１学年に基礎的な学修内容

を学びます。第２学年以降は学年が上がるとともに、より専門的に学びを深めます。 

（３）問題発見力・解決力 

コース必修科目、コース選択必修科目、演習科目、および社会科学系科目を５コースごと

に設置し、これらの科目において、法や政治・行政などに起因する社会の問題を発見し解

決する力を涵養します。 

（４）多様性の理解とコミュニケーション能力 

演習科目、学部共通必修科目（日本語科目）、外国語科目、および体育科目において、多

様性を理解し他者との協働を進めてゆく能力や態度を身につけるとともに、コミュニケー

ション能力を向上させます。学部共通必修科目（日本語科目）や体育科目は第１学年の必

修科目などとして学びます。外国語科目は第１学年と第２学年の必修科目などとして学び

ます。 

（５）汎用的な能力 

学部共通必修科目（日本語科目）、学部共通必修科目（情報処理科目）、およびＡＩやデ

ータサイエンスに関する科目において、汎用的な能力を育みます。 

（６）地域連携・社会貢献 

コース必修科目、コース選択必修科目、演習科目、および社会科学系科目を５コースごと

に設置し、これらの科目において、地域連携・社会貢献の能力を身につけます。 

２．教育課程の実施方針 

学修方法に関しては、講義や演習（ゼミナール）等を適切に組み合わせた授業形態を展開

するとともに、模擬裁判など司法制度や法への理解を深める体験学習、政治・行政に関す

る問題解決型学習（ＰＢＬ）、実地調査に基づくゼミ論文の作成など、学生が主体的・能

動的に学ぶことができるようにします。 

学修成果の評価方法は、シラバスのなかに具体的に記載しています。シラバスでは、科目

ごとの到達目標や評価方法を示しており、あらかじめ定められた多様な評価方法を用いて、

客観的な基準で成績評価を行います。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/law/） 

（概要） 

法学部では、入学者の受入れに関する方針として、次のとおりアドミッション・ポリシー

（ＡＰ）を掲げている。 

１．求める入学者像 

法学部は、本学の建学の精神である「公正な社会観と倫理観の涵養」のもとで、学部の教

育の理念として、「人権感覚の育成と共生意識の確立とを目指し、専門教育と人間教育の

バランスのとれた全人教育を施すことにより、法的素養と良識とを備えた有能な社会人の

育成」を目指します。 

このような有能な社会人を育成するために、次のような入学者を求めます。 

（１）基礎的学力と専門知識修得の意欲 

法学・政治学・行政学などの専門知識を身につけるために必要な「学力の３要素」（「知

識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態

度」）の基礎を有し、それらの学問に関心をもって、それらの専門知識を修得したいとい

う意欲がある。 

（２）幅広い知識修得の意欲 

高等学校までの学修により、人文、自然、社会、言語、スポーツなど幅広い分野・領域に

関心があり、それらをより深く理解したいという意欲がある。 

（３）地域貢献・社会貢献の意欲 

幅広い知識と教養、法学・政治学・行政学などの専門的学識を身につけ、それらを基に身

近な地域から世界まで広く社会に貢献したいと考えている。 

２．入学者選抜の基本方針 

法学部では、「１．求める入学者像」に合致する入学者を選抜するために、次の入学者選

抜を実施します。 



  

（１）一般選抜 

大学独自の学力試験、大学入学共通テストなどを中心とする選抜。 

（２）学校推薦型選抜 

書類審査、面接、小論文などを中心とする選抜。 

（３）総合型選抜 

書類審査、面接などを中心とする選抜。 

 

学部等名 現代教養学部 

教育研究上の目的 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/liberal_arts/） 

（概要） 

公正な社会観と倫理観をそなえた自立した個人の育成をめざし、現代を生き抜くための教

養教育を通じて、地域や社会、政治や経済との関わりの中にある自己を深く知り社会参画

や社会貢献ができる市民を育成することを目的とする。 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/liberal_arts/） 

（概要） 

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）で示された人材を養成するためにカリキュラム・ポリシー

（ＣＰ）を定めており、卒業に必要な所要単位を定め厳格な成績評価のもと卒業所要単位

を満たした学生に対して教授会において卒業を認定している。 

各授業科目においては、シラバスで到達目標、身につく就業力、ＤＰとの関係や学生の行

動目標などを示すとともに、授業毎の内容や予習・復習についての記載を行っている。成

績評価についても試験などの評価項目やその項目ごとの点数配分を示し、学生が自らも学

び、目標を一つひとつ達成し社会で活躍するための必要な力を身につけられるようにして

いる。【卒業所要単位 現代教養学部 124 単位】 

現代教養学部の具体的なＤＰは次のとおりである。 

中央学院大学現代教養学部は、大学建学の精神と大学・学部教育の理念に基づいて、公正

な社会観と倫理観をそなえ、幅広い知識と教養を身につけ、学び得た知識や教養を柔軟に

活用して、市民として活躍できる人材を育成することを目的とする学部です。 本学部は、

編入学などの例外的な場合を除いて、４年間以上在籍し、以下の１～６の能力などを身に

つけるとともに、「現代教養学部」の科目・配当表に従って 124 単位以上を修得した者に

対して、学士（教養学）の学位を授与します。 

１．幅広い知識と教養 

人間・自然・文化に関する幅広い知識と教養をもった市民として、学び得た知識や教養を

柔軟に活用できる能力を身につけている。 

２．専門的学識 

現代社会において生じている諸問題にアプローチする手段として、多岐にわたる専門的知

識と思考力を身につけている。 

３．問題発見力・解決力 

社会における自立した個人として、現代社会のあるべき姿を求め、社会との関わりの中で

問題を発見し、情報収集・整理・分析を行うことができるとともに、解決方法を見出す力

を身につけている。 

４．多様性の理解とコミュニケーション能力 

現代社会の基底をなす多様な人間文化や異文化に対する理解を深め、他者との協調・協働

が可能となるよう、メディア・コミュニケーションに対する理解とコミュニケーション能

力を身につけている。 

５．汎用的な能力 

現代社会において生じている諸問題の検討に際して、必要となる情報を適切に収集・分析

でき、効果的な情報表現・発信する能力を身につけている。 

６．地域連携・社会貢献 

現代社会における市民としての責任や役割を認識し、社会参画や社会貢献のための問題解



  

決能力や専門知識・教養を活用できる能力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/liberal_arts/） 

（概要） 

現代教養学部では、教育課程の編成及び実施に関する方針として、次のとおりカリキュラ

ム・ポリシー（ＣＰ）を掲げている。 

中央学院大学現代教養学部は、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）

に掲げる能力や姿勢の修得のため、以下のような体系的な教育課程を編成・実施します。 

１．教育課程の編成方針 

（１）幅広い知識と教養 

高い専門性を身に着けるための専門教育科目の知的活動の土台となる幅広い知識と教養、

論理的思考力および科学的思考力を養うために、基盤教育を設置します。特に学問の基礎

を成す必修科目は第１学年および第２学年に、専門分野の基礎知識となる科目は第２学年

以降に選択必修科目として配当します。 

（２）専門的学識 

専門教育を中心に身近な地域と積極的に関わる能力を高め、グローバルな視点から現代社

会をとらえる能力、他者と協調・協働できるコミュニケーション能力を養うために、専門

教育を設置します。専門教育は、基盤教育と専門教育の橋渡しとなる「専門基礎」と「現

代社会と人間文化系」、「異文化とコミュニケーション系」という２系列４科目群からな

る教育課程を編成し、第２学年以降に選択必修科目として配当し、専門性の高い知的活動

によって、知の枠組みを自ら構築します。 

（３）問題発見力・解決力 

問題発見能力・解決力を養うために、問題解決型の実践的教育である演習形態のゼミナー

ル科目を設置します。ゼミナール科目は、第１学年から第４学年まで全ての学年で通年の

必修科目として配当し、学年が上がるとともにより専門的な学びを深めます。 

（４）多様性の理解とコミュニケーション能力 

多様性の理解とコミュニケーション能力を養うために、導入教育（私たちの生活とコミュ

ニケーション、日本語科目）、言語スキル科目、健康スキル科目を設置します。導入教育

および言語スキル科目のうち英語基礎科目は第１学年と第２学年の必修科目として、英語

上級科目は第２学年以降の選択必修科目として、英語以外の言語スキル科目および健康ス

キル科目は第１学年以降の選択必修科目として配当します。 

（５）汎用的な能力 

情報通信技術を利用し、情報を適切に分析・発信・表現できる能力を養うために、導入教

育（日本語科目）、情報スキル科目および自然の理解科目に数理・データサイエンス・Ａ

Ｉに関する科目を設置します。情報スキル科目の基礎科目（情報リテラシー、情報処理論

の基礎）は、第１学年の必修科目として配当し、情報スキル科目の応用科目（情報処理論、

情報表現論）は第２学年から選択科目として、数理・データサイエンス・ＡＩに関する科

目は、第１学年から学べる選択必修科目として配当します。また、日本語による論理的思

考力、口頭表現力、文章表現力を身につける科目を第１学年および第２学年の必修科目と

して配当します。 

（６）地域連携・社会貢献 

現代社会における市民としての責任や役割を認識し、社会参画や社会貢献のための問題解

決能力や多岐にわたる知識・教養を活用できる能力を養うために、基盤教育、専門教育お

よびゼミナール科目を設置します。 

２．教育課程の実施方針 

学修方法に関しては、講義や演習（ゼミナール）等を適切に組み合わせた授業形態を展開

するとともに、現代社会の現状とその背景を深く理解するための外部講師を招いた特別講

義、異文化を理解するための現地体験学習、ボランティア実習および実地調査等に基づく

卒業論文・卒業研究の作成など、学生が主体的・能動的に学ぶことができるようにします。 

学修成果の評価方法は、シラバスに具体的に記載しています。シラバスでは、科目ごとの

到達目標や評価方法が示されており、あらかじめ定められた多様な評価方法を用いて、客



  

観的な基準で成績評価を行います。また、成績評価に関する問い合わせの期間を設け、評

価の透明性を担保します。 

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.cgu.ac.jp/faculty/liberal_arts/） 

（概要） 

現代教養学部では、入学者の受入れに関する方針として、次のとおりアドミッション・ポ

リシー（ＡＰ）を掲げている。 

１．求める入学者像 

現代教養学部は、本学の建学の精神である「公正な社会観と倫理観の涵養」のもとで、学

部の教育の理念としての「自立した個人が自己を深く知り、社会参画や社会貢献ができる

市民の育成」を目指します。 

このような有能な社会人を育成するために、次のような入学者を求めます。 

（１）基礎的学力と専門知識修得の意欲 

一人の市民としてどのような仕事にも通じる幅広い教養を身につけたいという意志をも

ち、現代社会において市民として活躍するために必要な「学力の３要素」（「知識・技能」、

「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）の基

礎を有し、それらの学問に関心をもって、それらの専門知識を修得したいという意欲があ

る。 

（２）幅広い知識修得の意欲 

高等学校までの学修により、人文、自然、社会、言語、スポーツなど幅広い分野・領域に

関心があり、それらをより深く理解したいという意欲がある。 

（３）地域貢献・社会貢献の意欲 

幅広い知識と教養、現代社会に生起するさまざまな課題に関する専門的学識を身につけ、

それらを基に身近な地域から世界まで広く社会に貢献したいと考えている。 

２．入学者選抜の基本方針 

現代教養学部では、「１．求める入学者像」に合致する入学者を選抜するために、次の入

学者選抜を実施します。 

（１）一般選抜 

大学独自の学力試験、大学入学共通テストなどを中心とする選抜。 

（２）学校推薦型選抜 

書類審査、面接、小論文などを中心とする選抜。 

（３）総合型選抜 

書類審査、面接などを中心とする選抜。 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 2人 － 2人 

 商学部 － 22人 9人 2人 人 人 33人 

 法学部 － 15人 11人 3人 人 人 29人 

 現代教養学部  4人 5人 5人 人 人 14人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

人 118人 118人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法： 

https://www.cgu.ac.jp/faculty/commerce/teacher.html 

https://www.cgu.ac.jp/faculty/law/teacher.html 

https://www.cgu.ac.jp/faculty/liberal_arts/teacher.html 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

ＦＤを担当する教育充実委員会が中心となって、全学ＦＤ、学部別ＦＤ、新任教員対象研修を実施して 

いる。基本的には、各学部で半期に 1回は開催し、教員の関心の高いトピックスについての全学ＦＤを 

年間 1回以上開催、３月末に新任教員対象研修を実施する。また、研究倫理委員会によるコンプライアン

スと研究倫理に関する研修も毎年行っている。 

＜2023年度全学ＦＤの状況＞ 

「GPS-Academicの有効活用」（4月 19日開催）、「生成ＡＩと大学教育」（5月 31日開催）、「認証評

価制度と大学の質保証の推進について」（6月 21日開催） 

＜2024年度全学ＦＤの状況＞ 

「なぜ定員割れが怖いのか」（6月 19日開催） 

「授業評価アンケート高評価教員による授業運営に関する事例紹介」（11月 20日開催） 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

商学部 360人 365人 101.4％ 1,440人 1,502人 104.3％ 若干名 1人 

法学部 260人 184人 70.8％ 1,040人 946人 91.0％ 若干名 1人 

現代教養学部 100人 63人 63.0％ 400人 270人 67.5％ 若干名 0人 

合計 720人 612人 85.0％ 2,880人 2,718人 94.4％ 若干名 2人 

（備考） 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

b.卒業者数・修了者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数・修了者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

商学部 
360人 

（100％） 

4人 

（1.1％） 

326人 

（90.6％） 

30人 

（8.3％） 

法学部 
273人 

（100％） 

1人 

（0.4％） 

232人 

（85.0％） 

40人 

（14.7％） 

現代教養学部 
85人 

（100％） 

0人 

（ 0％） 

69人 

（81.2％） 

16人 

（18.8％） 

合計 
718人 

（100％） 

5人 

（0.7％） 

627人 

（87.3％） 

86人 

（12.0％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

中央学院大学大学院、法政大学大学院、日本大学大学院、中央大学大学院 

防衛省、警視庁、千葉県警察、千葉県教育委員会、東京都教育委員会、株式会社不二家、東京瓦斯株式会

社、大和ハウス工業株式会社、ヨネックス株式会社、ソフトバンク株式会社、京成電鉄株式会社、株式会

社筑波銀行、本田技研工業株式会社、クリナップ株式会社 等 

（備考） 

 

 

c.修業年限期間内に卒業又は修了する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載

事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業・修了者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

商学部 
425人 

（100％） 

311人 

（73.2％） 

39人 

（ 9.2％） 

71人 

（16.7％） 

4人 

（ 0.9％） 

法学部 
296人 

（100％） 

244人 

（82.4％） 

27人 

（ 9.1％） 

24人 

（ 8.1％） 

1人 

（ 0.3％） 

現代教養学部 
82人 

（100％） 

72人 

（87.8％） 

3人 

（ 3.7％） 

7人 

（ 8.5％） 

0人 

（  0％） 

合計 
803人 

（100％） 

627人 

（78.1％） 

69人 

（ 8.6％） 

102人 

（12.7％） 

5人 

（ 0.6％） 

（備考）現代教養学部から商学部への転学者（卒業）1名は転学先に計上。 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

ポータルサイト内にＷebシラバスを掲載し、授業開始前の 3 月下旬より公開している。 

本学学生だけでなく、高校生やその保護者を含む一般の方に対しても広く公表し、検索・閲覧

が可能である。 

学生にはポータルサイトを通じて周知を行っている。 

シラバスでは、授業の概要、到達目標、ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）との関係、指標と評価

割合、アクティブ・ラーニング等を明記している。授業計画は半期 15 回、通年 30 回の内容

を記載し、事前事後の学習（予習・復習） についても示している。 

成績評価については、方法・基準をパーセンテージで示している。 

課題（試験やレポート）に対するフィードバック方法を記載し、学生の理解度を高めるための

教員の姿勢を明示している。 

 



  

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

本学では成績評価、単位認定を行うにあたり、各科目の評価は、試験、レポート、発表等によ

り「秀・優・良・可・不可」で表すほか、あらかじめ設定した算出方法でＧＰＡの成績評価値

を算出し学生に通知している。また、ＧＰＡの成績の分布状況については各学部の学年毎の単

位で算出して把握している。ＧＰＡの算出方法は、履修登録した各授業科目の単位数にそれぞ

れのＧＰを掛けた値の合計を、単位数の合計（不可も含む）で割った数値となる。 

 

ＧＰＡ＝（（ＧＰ×秀の単位数）＋（ＧＰ×優の単位数）＋（ＧＰ×良の単位数）  

＋（ＧＰ×可の単位数））/ 単位数の合計（不可も含む）で算出  

 

評価    素点    ＧＰ 

秀     90 点以上   GP 4.0  

優     89～80 点   GP 3.0  

良     79～70 点   GP 2.0  

可     69～60 点   GP 1.0  

不可   59 点以下   GP 0.0 

学部名 学科名 
卒業又は修了に必要

となる単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

商学部 商学科 126単位 有 
1年次 49単位  

2年～4年次 48単位 

法学部 法学科 127単位 有 44単位 

現代教養学部 現代教養学科 124単位 有 42単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

公表方法： 

ＧＰＡを記載した学生要覧をホームページで公表 

https://www.cgu.ac.jp/campuslife/course/syllabus.html 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 

公表方法： 

授業評価アンケートを各学部ホームページで公表  

https://www.cgu.ac.jp/campuslife/course/questionnaire.html 

学修成果の調査・測定結果（アセスメント結果） 

https://www.cgu.ac.jp/about/disclosure.html 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.cgu.ac.jp/campuslife/campus/campus-map.html 

 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

商学部 商学科 
 

760,000円 

 

 

260,000円 

 

 

300,000円 

 

「その他」内容 

施設設備費 300,000 円 法学部 法学科 

現代教養学部 現代教養学科 

 

 

 



  

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

新入生が大学生活にスムーズに入れるよう、きめ細かな支援を行う。具体的には、適切な入

学前教育を行うとともに、入学直後のプライムセミナーや学事部によるガイダンスによっ

て、モチベーションを高め、履修登録等が順調に行われるよう取り計らう。また、成績不良

や欠席の多い学生に対して教職員と学生スタッフの連携により、退学者の減少を目指してい

る。さらに、日本学生支援機構の他に大学独自の奨学金制度を充実させ、経済的負担の軽減

を図っている。 

障害学生の支援については、2016 年 4 月 1 日に制定した「障害のある学生への修学支援に

関する中央学院大学の基本方針」）に基づき、障害支援を行う。具体的には、レポート作成

が困難な学生に対して作成の助言や、卒論指導での理解のサポートとして同席し要点を伝え

る等の修学支援を行った。また、障害学生支援の聞き取り面談以降も定期的に継続面談を行

い、修学のサポートを行った。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

就職委員会及び就職グループを中心に、単に就職支援を行うだけではなく、各学生に将来像を

意識させることにより、大学での学びに具体的な達成目標を持たせ、学修への意欲的な取組み

を導き出すことを目的とする就職支援を展開した。主な支援として学内での企業研究会（100

社）や Web 型企業研究会等を開催。さらに公務員試験対策講座も実施した。 

障害学生に対しては、キャリアガイダンス（障害者雇用について）や個別相談を対面及びオン

ラインで実施し、見逃し配信も行った。また、障害学生が障害者枠での就活に役立つよう「自

己理解ワークショップ」の開催や、就労パスポート作成のサポートを行った。さらに、ハロー

ワークの障害学生担当者と連携を取りながら、就労体験の場を紹介した。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

入学時の学生に対して相談室のガイダンス動画を作成し相談室の案内を行った。また、新生

活の困りごとアンケートを実施。心身の健康に不安のある学生を呼び出し、面接を行った。

入学前から不安のある障害学生や保護者に対して相談に応じた。 

相談に関しては、対面、電話、オンラインなど学生のあらゆるニーズに対応し、必要に応じ

て病院紹介を行った。 

グループワーク（物作りやゲーム、コミュニケーション・サポート・プログラム等）を行い、

学生の交流を深められるよう努めた。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法：https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/disclosure.html 

https://www.cgu.ac.jp/aboutcgu/activities/kaken.html 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（うち多子世帯） （　　　　　  人） （　　　　　  人）

0人 0人

区分外（多子世帯） 人 人

第Ⅳ区分（理工農）

家計急変による
支援対象者（年間）

－人（　 0　）人

260人（　－　）人

71人 81人

内
訳

第Ⅲ区分 48人 34人

（うち多子世帯） （　　　 　　 人） （　　　　  　人）

（うち多子世帯） （　　 　　　 人） （　　　　　  人）

第Ⅱ区分

－人第Ⅳ区分（多子世帯）

学校コード（13桁） F112310102459

（備考）

合計（年間）

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄（合計欄を含む。）について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、
当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること。

本表において、多子世帯とは大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第４条第２項第
１号に掲げる授業料等減免対象者をいい、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分、第Ⅳ区分（理工農）とは、それぞ
れ大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第２号イ～ニに掲げ
る区分をいう。

年間

257人（　－　）人

後半期

271人（　－　）人

148人

－人

学校名（〇〇大学 等）

設置者名（学校法人〇〇学園 等）

中央学院大学

学校法人中央学院

前半期

支援対象者数
※括弧内は多子世帯の学生等（内数）

※家計急変による者を除く。
278人（　－　）人

151人第Ⅰ区分



年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 0人

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

前半期年間

（備考）

（備考）

修業年限で卒業又は修了できないことが確
定

修得単位数が「廃止」の基準に該当
（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単
位時間数が廃止の基準に該当）

出席率が「廃止」の基準に該当又は学修意
欲が著しく低い状況

－人 人 人

－人 人 人

「警告」の区分に連続して該当
※「停止」となった場合を除く。

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の処分を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

計

－人

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したことにより認定の取
消しを受けた者の数

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

右以外の大学等

後半期

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消しを受け
た者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより認定の取消
しを受けた者の数

14人 人 人

人 人

－人 人 人

退学 0人

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良である
ことについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含む。）、
高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修業年限が２
年以下のものに限る。）

－人 人 人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停
止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

（１）停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の停止を
受けた者の数

修得単位数が「警告」の基準に該当
（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単
位時間数が警告の基準に該当）

－人 人 人

ＧＰＡ等が下位４分の１ 29人 人 人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

年間 前半期 後半期

計 －人 人 人

出席率が「警告」の基準に該当又は学修意
欲が低い状況

0人 人 人

（備考）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

年間 前半期 後半期

ＧＰＡ等が下位４分の１ －人 人 人


